
 

「
育
児
休
業
の
取
得
率
の
目
標
、
男
性 

％
、
女

性 
％
」 

 

坂
口
力
厚
生
労
働
相
が
二
十
日
、
小
泉
純
一

郎
首
相
に
報
告
し
、
了
承
さ
れ
た
新
た
な
少
子

化
対
策
案
の
骨
子
だ
。
子
育
て
を
社
会
で
支
援

す
る
こ
と
で
、
急
速
な
少
子
化
を
食
い
止
め
、
経

済
へ
の
影
響
を
和
ら
げ
る
狙
い
が
あ
る
。 

 

最
近
の
調
査
で
は
、
妻
が
出
産
し
た
場
合
の

男
性
の
育
児
休
業
（
育
休
）
取
得
率
は
０
・ 

％

（
一
九
九
九
年
度
、
旧
労
働
省
調
査 
）
、
出
産

し
た
働
く
女
性
の
取
得
率
は 

 

・
９
％
（同
）
で

あ
る
。
厚
生
労
働
省
は
「
今
後
二
、
三
年
の
間

に
男
性 

 

％
を
目
指
す
」
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
具
体
的
な
対
策
を
示
し
て
ほ
し
い
。 

 

失
業
者
が
増
え
続
け
る
一
方
、
働
く
人
の
就

業
時
間
は
長
く
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
子
育
て

期
の
三
十
代
男
性
の
労
働
時
間
が
最
も
長
い
。

お
よ
そ
五
人
に
一
人
は
一
週
間
の
就
業
時
間
が

六
十
時
間
だ
。
こ
れ
で
は
育
児
休
業
な
ど
取
れ

な
い
。 

 

対
策
案
は
男
性
を
含
め
た
働
き
方
の
見
直
し

の
た
め
、
以
前
か
ら
あ
る
、
子
育
て
期
間
の
残

業
制
限
や
妻
の
出
産
直
後
に
お
け
る
最
低
五
日

間
の
父
親
休
暇
の
取
得
促
進
に
向
け
、
労
使
の

意
識
改
革
を
求
め
て
い
る
。
男
性
の
働
き
方
の

見
直
し
に
踏
み
込
ん
だ
点
は
評
価
で
き
る
。 

 

育
児
休
業
は
子
ど
も
が
一
歳
ま
で
の
制
度
だ

が
、
そ
の
後
も
子
育
て
は
続
く
。
対
策
案
は
企

業
に
、
現
在
の
普
及
率
が 

％
前
後
の
「
子
ど

も
看
護
休
暇
」
や
「
短
時
間
勤
務
制
度
」
を 

％

に
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
だ
が
目
標
を
達
成

す
る
に
は
、
や
は
り
義
務
化
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
企
業
に
行
動
計
画
を
策
定
し
て
対
応
す
る 
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る
必
要
を
、
対
策
案
は
指
摘
す
る
が
、
努
力
目

標
で
は
現
状
は
変
わ
ら
な
い
。 

 

少
子
化
傾
向
は
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
が
、

育
休
中
の
所
得
補
償
の
充
実
や
、
税
の
優
遇
措

置
な
ど
を
含
め
、
仕
事
と
子
育
て
を
両
立
で
き

る
大
胆
な
改
革
を
す
れ
ば
、
働
き
方
は
変
わ
る

に
違
い
な
い
。 

 

激
増
す
る
パ
ー
ト
労
働
者
も
視
野
に
入
れ
る

べ
き
だ
。
雇
用
期
間
に
定
め
の
あ
る
有
期
雇
用

の
パ
ー
ト
は
育
児
休
業
の
対
象
外
だ
が
、
二
〇

〇
〇
年
に
女
性
少
年
問
題
審
議
会
が
「
反
復
更

新
し
て
い
る
場
合
は
…
育
児
休
業
の
対
象
に
な

る
の
は
当
然
」と
す
る
建
議
を
当
時
の
労
相
に

提
出
し
て
い
る
。 

 

こ
の
建
議
を
踏
ま
え
て
、
契
約
を
反
復
し
て

い
る
有
期
パ
ー
ト
も
、
育
休
の
対
象
に
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。 

 

十
月
は
「
仕
事
と
家
庭
を
考
え
る
月
間
」
。
不

況
の
時
期
だ
け
に
企
業
の
反
発
も
あ
ろ
う
が
、

政
府
が
将
来
を
見
据
え
て
実
績
を
挙
げ
る
こ
と

を
期
待
す
る
。 
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社説(少子化対策)より


